
一刻を争う　検査強化・医療支援
新型コロナウィルス感染症に対応する日野市各種相談窓口

お困りごとは、日本共産党の市議会議員へご相談ください。

特別定額給付金（一人 10万円）
　DV被害などで住民票を移動できなかった方や、住所の登録はしていないが日野市にお住まいの方なども、
手続きをすれば受け取ることができます。あきらめずにご相談ください。

【お問い合わせ】特別定額給付金担当　☎042-514-8365

新型コロナウィルス感染症対応運転資金融資あっせん
通常の融資あっせん制度と併用できる融資あっせん制度
申請受付期間▶令和 2年 4月1日（水曜日）から令和 2年 6月1日（月曜日）まで
運転資金▶500万円以内、実質無利子・保証料全額補助、7年返済（1年据え置き）

【お問い合わせ】日野市産業振興課　☎042-514-8437
収入の減少や休業、失業などへの特例貸付
●休業された方対象▶20万円以内　返済期間▶2年以内（１年以内の据え置き）、無利子・保証人無
●主に収入減・失業された方対象▶２人以上世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内
　返済期間▶1年間据え置き、10年以内、無利子・保証人無

【お問い合わせ】日野市社会福祉協議会　☎042-586-3063（予約制）
家賃の支給（住居確保給付金）

支給期間▶原則 3か月（最長 9か月間まで）
支給額の目安▶単身 53,700 円、2人世帯 64,000 円、3人世帯 69,800 円

【お問い合わせ】日野市セーフティネットコールセンター　☎042-514-8574

【お問い合わせ】納税課　☎042-514-8271

収入減・失業などで家賃の支払いが困難になった方に家賃に相当額を支給する制度

＊お問い合わせは 5月 7日（木）以降にお願いします
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自粛要請と休業補償は一体で

市民税や国民健康保険税などの支払いが困難な場合は、納税の期日の先延ばしや、
減免などの制度があります
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あなたの声をお聞かせください

新型コロナ問題緊急アンケート
日本共産党市議団は、市民や事業者のみなさんへの聞き取りのなかで寄せられた要望を、くり返
し市に伝え、改善を求めています。さらに声を集め実現するためにアンケートにご協力ください。

あなたがいま、心配、不安、不便なことはなんですか？（いくつでも）

（ア）感染する・させるかもしれない　（イ）感染時の医療体制　（ウ）休業、失業により収入が減った、無くなった

（エ）家賃・水光熱費等が払えない　（オ）生活費が無い　（カ）これまでの診療・通院・介護が受けられない

（キ）ストレスや運動不足で体調が悪化している　（ク）休校中の子どもの食事、学習

（ケ）家庭が安全でない、安心できない　（コ）確かな情報がわからない　（サ）そのほか

上記の詳しい内容や、そのほかのお困りごとを教えてください

新型コロナ対策で、国や自治体、医療機関等への要望をお書きください

回答は匿名でも結構です。よろしければお書きください。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　住所

電話

年代　　　　　　　　　　　　　　　　職種

お寄せいただいた情報は、新型コロナ対策充実のために使用します。個人を特定されない形で活用させていただきます。
ご返答・相談希望の方は、その旨ご記入ください。

返送先　〒191-0012 日野市日野 34－１ 日本共産党日野事務所内　日野市議団
FAX番号　042-843-3212
メールアドレス：jcphinoshigidan@gmail.com

日野市議団のHPまたは
下記のQRコードからも
回答できます

アンケートは、FAX、メール、または郵送でお願いします


